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旧神谷家住宅保存修理・活用改修提案及び耐震調査等業務委託に係る  

公募型プロポーザル方式実施要領  

 

１ 業務名  

旧神谷家住宅保存修理・活用改修提案及び耐震調査等業務委託  

２ 業務場所   

旧神谷家住宅（安城市野寺町野寺３３番２）（安城市所有）  

＊国指定史跡  本證寺境内の中に立地  

建物自体は未指定で、国登録文化財とする予定  

３ 趣旨  

 国指定史跡本證寺境内（平成２７年３月１０日指定）の中にある旧神

谷家住宅は、国登録文化財として保存修理と活用改修を実施した後、令

和９年に一般供用開始を予定している（仮称）本證寺史跡公園において、

文化財として保存・公開すると同時に、「案内・学習・ボランティア施

設」としての活用を計画している。  

 本業務は、安城市と安城市が運営するワークショップ等と連携しなが

ら、その保存修理及び活用改修方針を定めるとともに、これらのための

設計に資する耐震診断等の詳細調査を実施するものである。  

  特に文化財建造物の保存修理と活用改修という高度な専門知識と技

術及び豊富な創造性が求められる業務のため、これらを有した質の高い

事業者を審査し選定する。  

４ 業務内容   

別紙「旧神谷家住宅保存修理・活用改修提案及び耐震調査等業務特記

仕様書」のとおり  

対象建造物の概要  

 木造切妻平屋建て（一部ツシ２階）  

 大正９年（１９２０年）造  

  １階：２０３ .８８㎡ ２階：５６ .０５㎡（登記簿）  

  下水未開通地域（要浄化槽：旧居住者用５人槽の浄化槽穴あり）  

  ＊国指定史跡地内のため、遺構に到達する新たな地下の掘削は不
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可能  

５ 業務期間   

契約締結日の翌日から令和６年３月１５日（金）まで  

６ 提案上限金額  ３，６１７，９４７円  

（消費税及び地方消費税相当額を含む）  

７ 選定方式  

  公募型プロポーザル方式  

８ 参加資格  

  参加者は、次のいずれにも該当する場合、参加資格があるものとする。 

（１）安城市競争入札参加資格者名簿に登録がある業者であること。  

（２）公告の日から契約日までの期間に安城市工事請負契約等に係る入札

参加資格（一般・指名）停止要綱に基づく入札参加資格停止措置を受

けていないこと。  

（３）一級建築士または二級建築士が正規社員（正規職員、正規会員等）

として所属していること。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

（５）公告の日から、開札の日までの期間において、「安城市が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年３月３０日

付安城市長・愛知県安城警察署長締結）に基づく排除措置を受けてい

ないこと。  

９ 日程  

  本プロポーザルの日程は以下のとおり。なお、発注者の都合や参加表

明者・受注候補者が多数の場合等、予定を変更する場合がある。  
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１０ 参加表明手続き  

（１）受付開始  

   令和５年６月２７日（火）  

（２）提出書類  

参加表明手続きの提出書類は以下のとおり。  

 種類  様式  部数  

１  参加表明書  様式１  １  

２  業務実績一覧  様式２  １  

３  業務実施体制図  様式３  １  

４  業務従事者一覧  様式４  １  

（３）提出期限  

令和５年７月１２日（水）午後５時必着  

（４）提出場所  

生涯学習部文化振興課文化財係  

（安城市歴史博物館内 愛知県安城市安城町城堀３０番地）  

（５）提出方法  

郵送（一般書留または簡易書留、配達過程が確認できれば宅配便可）

または持参。提出時の企画内容説明は受け付けない。なお、郵送時に

1 実施要領の公告日 令和５年６月２７日（火） 

2 実施要領への質問の受付開始  令和５年６月２７日（火） 

3 実施要領等に関する質問の提出期限  令和５年７月７日（金）  

4 参加表明書の提出期限 令和５年７月１２日（水） 

5 参加資格の確認・書類審査（一次審査） 令和５年７月１３日（木） 

6 結果通知（一次審査）  令和５年７月１４日（金） 

7 企画提案書の提出期限 令和５年７月２１日（金） 

8 企画提案説明会・審査（二次審査）  令和５年７月２８日（金） 

9 結果通知（二次審査）  令和５年８月４日（金）  

10 仕様書協議 令和５年８月上旬（予定） 

11 契約締結  令和５年８月中旬（予定） 
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は、その旨を電話連絡すること。  

１１ 参加資格の確認・書類審査（一次審査）  

（１）参加表明書等を提出した者のうち、｢８  参加資格｣のすべてを満た

す者を受注候補者とする。  

（２）結果については、参加表明書に記載されたメールアドレス宛に送信

する。  

（３）一次審査結果通知  

   令和５年７月１４日（金）  

１２ 実施要領等に関する質問及び回答  

（１）受付開始  

   令和５年６月２７日（火） 

（２）提出書類  

実施要領等に関する質問の提出書類は、様式７とする。 

ただし、質問者名、住所、電話番号、メールアドレスは明記するこ

と。  

（３）提出方法  

bunkazai@city.anjo.lg.jp あてにメールで提出し、到達確認を電話

で必ず行うこと。  

（４）提出期限  

令和５年７月７日（金）午後５時まで  

（５）回答   

回答は、すみやかに安城市ウェブサイト｢望遠郷｣にて公開する。  

（６）その他   

電話・ＦＡＸによる質問、本実施要領及び特記仕様書の内容以外の

質問は受け付けない。  

１３ 企画提案手続き  

受注候補者に選定された者は、以下のとおり企画提案書等を提出す

ること。  
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（１）提出期限  

令和５年７月２１日（金）午後５時必着  

（２）提出場所  

生涯学習部文化振興課文化財係  

（安城市歴史博物館内 愛知県安城市安城町城堀３０番地）  

（３）提出方法  

 種類  様式  部数  

１  企画提案書  様式は任意。別紙「特記仕様書」を参考にし

つつ、次の３点を中心に作成すること。  

①  これまでに受注した文化財建造物（国・

県・市指定または国登録）で、修理改修

設計（伝統構法を活かしつつ、目的に応

じた修理及び改修）が最も成功したと認

識する事例を、提出書類の業務実績一覧

の中から１つ取り上げて、その優れた点

を説明すること。  

②  建造物の文化財的価値と安城市の考える

活用方法を踏まえ、文化財としての価値

を損なわず、どのように改修するのかの

概略（間取りなどの図を添付）を説明す

ること。  

③  ②を実現するための適切な耐震補強の手

法と、バランスの取れた改修全体の概算

経費について提案すること。  

Ａ４両面印刷（カラー可）。目次等を含め全

８ページ以内。  

ページ番号を付記すること。  

１０  

２  見積書  様式５  １  
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郵送（一般書留又は簡易書留、配達過程が確認できれば宅配便可）

または持参。提出時の企画内容説明は受け付けない。なお、郵送時に

は、その旨を電話連絡すること。  

（４）対象建造物の実見  

   企画提案のために対象建造物の実見を希望する場合は、本要領２４

の問合わせ先に事前に電話連絡し、スケジュールを調整すること。実

見は、令和５年７月５日（水）午後５時までとし、実見時間は３０分

間で、１回限りとする。なお、企画提案に関する質問は受け付けない。  

（５）辞退  

   参加表明手続き後に辞退する場合は、直ちに電話で連絡し、令和５

年７月２１日（金）午後５時までに辞退書（様式６）を提出すること。  

１４ 企画提案説明会・審査（二次審査）  

   受注候補者に選定された者は、提出した企画提案書に基づき、以下

のとおり企画提案説明を行うこと。  

（１）日 時  

令和５年７月２８日（金） 午前９時３０分～１２時  

（受注候補者多数による予備日：同８月２日（水） 午前９時～）  

   詳細な時間は別途通知する。  

   受注候補者が複数の場合の企画提案説明の順序は発注者が定める。 

（２）場 所  

安城市歴史博物館  講座室（愛知県安城市安城町城堀３０番地）  

（３）説明者   

３人までとし、本業務を実際に行う従事者を主とすること。  

（４）説明時間  

３０分以内（プレゼンテーション２０分、質疑１０分）  

（５）説明方法  

   企画提案書及びパソコンによるプロジェクター映写画面を使って

説明する。企画提案書同様、企画提案書①、②、③を中心に行うこと。

パソコンは企画提案者が持参する。接続は VGA 端子（アナログ RGB）

または HDMI 端子とする。  
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１５ 審査方法  

   安城市プロポーザル方式試行要領第７条に基づき、生涯学習部長を

委員長とする選定委員会において選定する。なお、企画提案書の内容

について、事前に安城市文化財保護委員会委員から意見を聞くことが

ある。  

１６ 選定方法  

（１）各選定委員が別表の評価基準をもとに採点する。各委員の合計点を

集計した点数（総合計点）が、満点の６割に満たない者は選外とする。

ただし、すべての者が、総合計点が満点の６割未満のため選外となっ

た場合は、委員の協議により候補者を選定する。  

（２）委員ごとに合計点の高い者から順位を付け、第１位と採点した委員

を最も多く獲得した者を候補者、２番目に多く獲得した者を次点者と

する。ただし、すべての委員が第１位とした者があった場合は、その

者を候補者、第２位を最も多く獲得した者を次点者とする。  

（３）第１位と採点した委員が同数である場合は、その者のうち第２位を

より多く獲得した者を候補者とする。  

   ただし、第１位の数及び第２位の数が同数であった場合は各委員の

合計点を集計した点数（総合計点）がより高い者を候補者とする。 

（４）第１位及び第２位と順位付けしたものがない場合は、総合計点の高

い者を上位として順位付けする。  

（５）総合計点も同点の場合は、見積価格がより低い者を候補者とし、次

に低い者を次点者とする。 

１７ 審査結果の通知  

   審査終了後、選定結果を個別に通知するものとする。  

１８ 企画提案の無効  

次のいずれかにあたる場合は、企画提案を無効とする。  

（１）提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合  

（２）提出書類の不備及び未記入がある場合 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合  

（４）複数の企画提案書を提出した場合  
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１９ その他  

（１）企画提案書の作成に要する費用等、今回の応募に係る一切の費用は

参加者負担とする。  

（２）提出書類については返却しないものとする。  

（３）審査結果についての異議申し立ては受理しないこととする。  

（４）著作権の取り扱い  

   決定した業者の企画提案書に係る著作権は、安城市に帰属する。た

だし、契約締結前にあっては提案者に帰属する。  

２０ 提出書類の変更  

企画提案に関する書類の追加、変更、差し替え及び再提出は認めな

い。提出書類の誤字脱字等がある場合は、企画提案説明会時に説明す

ること。 

２１ 優先交渉権者の決定  

本市は、選定委員会の選定を受けて、合計点第１位と採点した委員

を最も多く獲得した優秀提案者を優先交渉権者として決定する。優先

交渉権者との交渉が整わない場合または優先交渉権者がその資格を喪

失した場合は、次順位の者と交渉する。  

２２ 再委託の禁止  

受注者は、業務を一括して第三者に委託することはできない。ただ

し、市と協議の上、業務の一部を委託することができる。ただし、こ

の場合でも、受注者は当該第三者の行為のすべてについて責任を免れ

ない。  

２３ 契 約 

契約については、受注者と別途協議の上決定する。  

２４ 問い合わせ先及び各種書類の提出先  

（１）住 所 〒４４６－００２６  

       安城市安城町城堀３０番地  

（２）担 当 生涯学習部文化振興課文化財係（安城市歴史博物館内） 

       ＊月曜休 

（３）電 話 ０５６６－７７－４４７７  
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（４）メール  bunkazai@city.anjo.lg.jp 

mailto:bunkazai@city.anjo.lg.jp

